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○改正の趣旨
　都市公園法施行令の一部改正に鑑み、川越市都市
公園条例の一部を改正しようとするものです。
○改正の内容
　公園施設の設置基準について、公募対象公園施設
を設置する場合に上乗せすることができる建ぺい率
の上限および一つの都市公園に設ける運動施設面積
の割合の上限を規定しようとするものです。
○施行期日
　平成３０年４月１日としようとするものです。

平成３０年度予算では、待機児童対策、教育環境の
充実とともに、活力があり災害に強いまちづくりに
向けた都市基盤整備に取り組む。
・ 平成３０年度一般会計予算は、１１３４億８千万円（対

前年度比２４億９千万円増）となり、過去最大です。
・特別会計と合わせた予算総額は、１９４５億５０８０
　万４千円。
新たに次の事業の予算が計上されました。
○川越駅周辺を整備します
・川越駅西口歩行者用デッキの延伸
　平成３２年度の供用開始を目指して延伸工事に着手
・川越駅東口駅前広場改修
　 東京2020オリンピックまでの完成を目指して本格

的な改修工事に着手
○排水機能の強化を図ります
・応急排水ポンプの設置
　応急排水が必要な箇所に仮設排水ポンプを設置
・排水ポンプ車の導入
　 大雨等により発生する浸水被害の拡大防止および

早期復旧を行うため、排水ポンプ車を導入
○そのほか
・南古谷保育園の新園舎の整備
・胃がん個別検診の実施
・市制施行１００周年記念事業基金の設置　など

○制定の趣旨
　市長の諮問に応じ、平成２９年１０月に発生した
台風第２１号によって江川流域都市下水路の流域に
生じた内水滞留による浸水被害の原因および今後の
内水対策に関する事項について、調査審議する附属
機関を設置するため、川越市台風第二十一号内水浸
水検証委員会条例を制定しようとするものです。
○制定の内容
　川越市台風第二十一号内水浸水検証委員会の組織
その他運営に関し必要な事項について規定しようと
するものです。
○施行期日等
　⑴施行期日  公布の日としようとするものです。
　⑵その他　   当該諮問に係る答申が行われた日限り、

効力を失うものとしようとするものです。

○制定の趣旨
　市長の給料の月額を減額するため、川越市長の給
料の特例に関する条例を制定しようとするものです。
○制定の内容
　市長の給料の月額の１００分の３０を平成３０年
４月１日から２月間減額しようとするものです。
○施行期日
　平成３０年４月１日としようとするものです。

○改正の趣旨
　地方税法の一部改正に伴い、川越市国民健康保険
税条例の一部を改正しようとするものです。
○改正の内容
　国民健康保険税の課税目的について、本市国民健
康保険に要する費用に充てるためであったものを、
埼玉県への国民健康保険事業費納付金の納付に要す
る費用等に充てるために改めようとするものです。
○施行期日
　平成３０年４月１日としようとするものです。

○改正の趣旨
　川越市空き家等の適正管理に関する条例の施行の
状況について検討を加え、平成２７年２月２６日に
施行された空家等対策の推進に関する特別措置法に
規定する手続きとの関係を整理するため、条例の全
部を改正しようとするものです。
○改正の内容
　適切な管理が実施されていない空家等を管理不全
空家等と定義し、特定空家等を除く管理不全空家等
の所有者等への助言または指導、空家等の倒壊等に
より人の生命、身体または財産に危害が及ぶことを
避けるための緊急安全措置等について規定するとと
もに、法と重複している規定を削除しようとするも
のです。
○施行期日
　平成３０年４月１日としようとするものです。
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59件の市長提出議案を審議しました。
各議案への質疑については、4〜10ページ
を、討論は、10ページをご覧ください。
採決の結果は3ページの議決結果一覧表を
ご覧ください。
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